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自 己 資 本 比 率 算 出 の た め の 引 当 金 等 の 計 算 に つ い て は 以 下 の 方 法 に よ り 算 出 し て い ま す ｡

1  ． 一 般 貸 倒 引 当 金 は 前 期 末 予 想 損 失 率 を 使 用 し 債 権 残 高 は 9 月 末 基 準 日 の 自 己 査 定 に よ る 債 務 者 区 分 毎 の 残 高 と し て お り ま す ｡

2  ． 個 別 貸 倒 引 当 金 は 9 月 末 基 準 日 の 自 己 査 定 に よ る 債 務 者 区 分 （ 破 綻 先 ・ 実 質 破 綻 先 ・ 破 綻 懸 念 先 ） に よ り 個 別 に 計 算 し て お り ま す ｡

　   ・ 信 用 部 分 の 計 算 は 担 保 及 び 保 証 等 に よ る 調 整 を 行 っ て お り ま す ｡

3  ． そ の 他 の 引 当 金 に つ い て は 本 決 算 に 準 じ た 処 理 と し ､ 9 月 末 時 点 で 算 出 し た 必 要 額 を 引 当 て て お り ま す ｡

        

（ 注 ） 自 己 資 本 比 率 の 算 出 方 法 を 定 め た 「 信 用 金 庫 法 第 8 9 条 1 項 に お い て 準 用 す る 銀 行 法 第 1 4 条 の 2 の 規 定 に 基 づ き 、 信 用 金 庫 及 び 信 用 金 庫 連 合 会 が そ の 保 有 す る 資 産 等 に 照 ら し

　 　 自 己 資 本 の 充 実 の 状 況 が 適 当 で あ る か ど う か を 判 断 す る た め の 基 準 （ 平 成 1 8 年 金 融 庁 告 示 第 2 1 号 ） 」 に 基 づ き 算 出 し て お り ま す 。

　 　 な お 、 当 金 庫 は 国 内 基 準 を 採 用 し て お り ま す 。                     

    

普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に
係 る 会 員 勘 定 の 額

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 の 合 計 額
を 8 ％ で 除 し て 得 た 額

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク に 対 す る 所 要
自 己 資 本 の 額

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入
さ れ る 引 当 金 の 額

業 務 純 益 、 実 質 業 務 純 益 、 コ ア 業 務 純 益 及 び コ ア 業 務 純 益 （ 投 資 信 託 解 約 損 益 を 除 く 。 ）

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（ 投 資 信 託 解 約 損 益 を 除 く ）

2 1 8, 3 2 0 

2 3 6, 1 8 4 

2 3 6, 1 8 4 

2 3 6, 1 8 4 

5 2 7, 8 7 1 

4 5 5, 1 0 2 

4 4 4, 9 6 3 

4 4 4, 9 6 3 

2 8 3, 5 3 6 

3 2 3, 2 0 2 

2 5 9, 2 0 3 

2 5 9, 2 0 3 

（ 注 ）

１ ． 業 務 純 益 ＝ 業 務 収 益 － （ 業 務 費 用 － 金 銭 の 信 託 運 用 見 合 費 用 ）

業 務 費 用 に は 、 例 え ば 人 件 費 の う ち の 役 員 賞 与 等 の よ う な 臨 時 的 な 経 費 等 を 含 ま な い こ と と し て い ま す 。

ま た 、 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 全 体 と し て 繰 入 超 過 の 場 合 、 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 （ ま た は 取 崩 額 ） を 含 み ま す 。

２ ． 実 質 業 務 純 益 ＝ 業 務 純 益 ＋ 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

実 質 業 務 純 益 は 、 業 務 純 益 か ら 、 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 の 影 響 を 除 い た も の で す 。

３ ． コ ア 業 務 純 益 = 実 質 業 務 純 益 － 国 債 等 債 券 損 益

国 債 等 債 券 損 益 は 、 国 債 等 債 券 売 却 益 、 国 債 等 債 券 償 還 益 、 国 債 等 債 券 売 却 損 、 国 債 等 債 券 償 還 損 、 国 債 等 債 券 償 却 を 通 算 し た 損 益 で す 。
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